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秋
田
県
公
文
書
館
は
、
近
代
と
く
に
明

治
期
の
資
料
の
宝
庫
で
あ
る
。
近
代
の
県

庁
文
書
が
こ
れ
ほ
ど
残

っ
て
い
る
と
こ
ろ

は
全
国
的
に
み
て
も
数
少
な
い
と
い
わ
れ

る
。
農
業
史
と
い
う
私
の
対
象
分
野
か
ら

み
て
も

「明
治
四
五
年

乾
田
適
地
調
査
」
、

「大
正
九
年

農
業
労
働
者

二
関
ス
ル
調

査
」
、
「大
正
十
年

小
作
慣
行
調
査
」
、

「昭
和
二
年
以
降

小
作
調
停
法
関
係
資

料
」
な
ど
貴
重
な
資
料
群
を
い
く
つ
も
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

一
年
、
『秋
田
市
史

近
代

史
料

編
上
』
に
関
わ

っ
て
、
自
分
の
専
攻
分
野

以
外
の
県
庁
文
書
を
み
て
き
た
。
地
方
自

治
関
係
資
料
、
商
工
業
関
係
資
料
な
ど
量

の
多
さ
と
と
も
に
内
容
の
豊
か
さ
に
あ
ら

た
め
て
驚
か
さ
れ
た
。　
一
、
二
の
例
を
示

せ
ば
、
「町
村
行
政
事
務
監
督
復
命
書
」

「行
政
訴
願
関
係
書
類
」
な
ど
は
明
治
期

の
地
方
自
治
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る

最
高
級
の
第

一
次
資
料
で
あ
る
し
、
土

崎

・
秋
田

。
大
曲
の

「米
穀
取
引
所
関
係

資
料
」
は
秋
田
県
の
商
業
史
を
考
え
る
上

で
格
好
の
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
秋
田
県
公
文
書
館
で
は
、
「県

布
達
」
「県
報
」
「県
議
会
議
事
録
」
も
同

時
に
利
用
で
き
る
。
県
庁
各
課

・
係

（掛
）

の
行
政
文
書
と
県
議
会
、
県
令

。
訓
令
等

は
三
位

一
体
の
関
係
に
あ
っ
て
、
相
互
に

連
動
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
．
明

治
六
年
か
ら
三
二
年
ま
で
の

「県
布
達
」

「県
報
」
と
明
治

一
一
年
か
ら
昭
和
戦
前

期
の

「県
議
会
議
事
録
」
の
コ
ピ
ー
が
公

文
書
館
に
備
え
ら
れ
、
閲
覧
手
続
き
な
し

で
利
用
で
き
て
ま
こ
と
に
便
利
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
公
文
書
館
は
た
い
へ
ん
価

値
の
あ
る
す
ぐ
れ
た
施
設
で
あ
る
と
思

う
。
た
だ
利
用
者
と
し
て
い
く
つ
か
の
要

望
が
あ
る
。
以
下
で
は
そ
れ
を
述
べ
て
み

た
い
。

０
近
代
の
行
政
文
書
は
き
わ
め
て
利
用

し
づ
ら
い
。
調
査
し
た
い
土
地
や
事
象
が

あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
現
在
の

「簿
冊
日

録
」
か
ら
探
し
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
ま

た
、
調
査
事
項
が
何
年
も
の
簿
冊
に
わ
た

る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
意
外
な
簿
冊
に

載

っ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
こ
れ
を

解
決
す
る
に
は
今
の

「簿
冊
目
録
」
だ
け

で
は
な
く
、
簿
冊
毎
の

「件
名
目
録
」
が

是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
パ
ソ
コ

ン
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
さ
ら
に

あ
り
が
た
い
。

②
文
書
の
入
手
は
、
コ
ピ
ー
が
不
可
だ

か
ら
、
筆
写
か
カ
メ
ラ
撮
影
以
外
に
方
法

が
な
い
。
カ
メ
ラ
を
す
え
つ
け
る
台
は
す

で
に
備
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
マ
イ
ク
ロ

カ
メ
ラ
や

一
眼
レ
フ
の
カ
メ
ラ
を
公
文
書

館
で
用
意
し
、
利
用
者
に
貸
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ

ル
ム
や
現
像
は
利
用
者
が
負
担
す
る
。

Ｏ

「東
山
文
庫
」
の
コ
ピ
ー
は
な
ぜ
で

き
な
い
の
か
。
図
書
館
所
蔵
で
あ
れ
ば
コ

ピ
ー
可
能
な
よ
う
な

「東
山
文
庫
」
の
図

書
が
公
文
書
館
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
コ

ピ
ー
不
可
と
な
っ
て
い
る
ｃ
そ
の
原
則
は

大
事
な
こ
と
で
あ
る
が
、
も

っ
と
柔
軟
で

よ
い
よ
う
に
思
え
る
。

④
前
述
の

「県
報
」
は
明
治
三
二
年
以

降
は
公
文
書
館
で
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
収
ま

っ
て
い
て
利
用
し
に
く
い
が
、
図

書
館
で
現
物
の
闊
覧
や
コ
ピ
ー
が
可
能
で

あ
る
。
そ
う
い
う
案
内
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
も
含
め
て

「県
報
」
の
利
用
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
テ

ク
ニ
ッ
ク
が
必
要
で
あ
る
か
ら
マ
ニ
ュ
ア

ル
が
あ
る
と
便
利
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

明
治
二
三
年
以
降
の

「県
報
」
も
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
し
て
い
た
だ
け
る
と
大
い
に
助

か
る
。

⑤
秋
田
県
内
で
は
歴
史

・
民
俗
関
係
の

た
く
さ
ん
の
研
究
誌
が
発
行
さ
れ
て
い
る

が
、　
一
般
の
方
の
目
に
止
ま
る
こ
と
は
少

な
い
。
図
書
館
で
年
四
回
発
行
す
る

「郷

土
資
料
情
報
」
に
そ
う
し
た
雑
誌
名
が
紹

介
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ス
ペ
ー
ス

の
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
図
書
館
で
開

架
と
な

っ
て
い
る
も
の
は
ご
く
限
ら
れ
て

い
る
。
閲
覧
室
に
余
裕
の
あ
る
公
文
書
館

で
、
県
内
の
地
域
史
研
究
雑
誌
は
す
べ
て

開
架
図
書
と
し
閲
覧
可
能
と
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
研
究
は
資
料

の
利
用
に
基
づ
く
の
だ
か
ら
、
公
文
書
館

の
利
用
度
ア
ッ
プ
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な

気
が
す
る
。

思
い
つ
い
た
こ
と
を
書
き
連
ね
た
が
的

外
れ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ご
容
赦
願

い
た
い
。
公
文
書
館
で
は
ゆ
っ
た
り
と
し

た
空
間
で
快
適
な
時
間
を
過
ご
し
て
い

る
。
い
つ
も
親
切
に
応
対
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
職
員
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し
た
い
、

秋
田
県
公
文
書
館
へ
の
要
望

秋
田
経
済
法
科
大
学
　
鈴

木
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「秋
田
県
庁
目
誌
」
に
つ
しヽ
て

「秋
田
県
庁
目
誌
」
は
、
明
治
六
年

（
一
人
七
二
）
か
ら
八
年
に
か
け
て
編
纂

さ
れ
た
秋
田
県
庁
の
公
的
記
録
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
記
録
管
理
は
、
公
文
書
原
本

を
事
務
簿
に
編
綴
し
て
保
存
す
る
の
で
は

な
く
、
重
要
文
書
の
写
か
ら
県
庁
日
誌
を

編
纂
す
る
方
法
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。

県
庁
日
誌
に
は
、
県
政
の
参
考
資
料
と

し
て
重
要
と
判
断
さ
れ
た
文
書
が
、
当
時

の
公
文
書
の
中
か
ら
選
別
さ
れ
記
録
さ
れ

て
い
る
。
日
付
順
に
文
書
を

一
件
ご
と
原

文
の
ま
ま
記
録
し
た
体
裁
は
、
「太
政
官

日
誌
」
や
各
省
目
誌
か
ら
の
影
響
と
考
え

ら
れ
る
。

記
録
さ
れ
た
内
容
は
、
官
省
か
ら
の
令

達
や
官
省
へ
の
上
中
、
他
府
県
と
の
往
復

文
書
、
管
内
へ
の
布
達
、
県
庁
内
で
の
達
、

官
吏
の
任
免
、
人
民
の
表
彰
な
ど
で
あ
る
ｃ

官
省
へ
の
上
申
や
管
内
へ
の
布
達
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
個
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
残

っ

て
お
り
、
県
庁
目
誌
の
記
載
と
重
複
す
る

所
が
多
い
ｃ
し
か
し
、
県
庁
を
中
心
と
し

た
日
々
の
公
文
書
の
動
き
が
分
か
る
点

で
、
県
庁
日
誌
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
ｃ

県
庁
日
誌
は
、
明
治
六
年
の
十
月
か
ら

八
年
九
月
の
分
ま
で
編
纂
さ
れ
た
ｃ
三
代

日
秋
田
県
権
令

。
国
司
仙
吉
の
在
任
期
間

に
つ
い
て
は
、
行
政
の
記
録
を
大
半
カ
バ

ー
し
て
い
る
ｃ
六
年
九
冊
分

（三
か
月
上

中
ド
句
）
、
七
年

一
二
冊
分

（毎
月
）
、
人

年
二
●^
――――
分
の
合
わ
せ
て
五

一
冊
分
を
、

現
在
当
館
に
保
存
し
て
い
る
。

県
庁
目
誌
の
編
纂
が
始
ま

っ
た
の
は
、

明
治
六
年
の
春
か
ら
で
あ
る
。
前
年
二
月

の
秋
田
県
開
庁
か
ら

一
年
ほ
ど
を
経
て
、

記
録
管
理
の
必
要
が
意
識
さ
れ
た
た
め
と

推
察
さ
れ
る
。
庶
務
課
文
書
掛
、
常
務
掛
、

史
録
掛
と
記
録
管
理
の
担
当
が
替
り
、
八

月
か
ら
は
学
務
掛
の
担
当
と
な
っ
た
。
同

月
に
県
庁
が
火
災
で
焼
失
し
開
庁
以
来
の

文
書
が
多
く
失
わ
れ
て
い
た
た
め
、
五
年

分
と
六
年
分
の
県
庁
日
誌
の
編
纂
は
困
難

だ

っ
た
ら
し
い
。
六
年
の
県
庁
日
誌
は
、

十
月
か
ら
二
か
月
分
し
か
編
纂
で
き
な
か

っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

日
誌
編
纂
を
担
当
し
た
庶
務
課
学
務
掛

は
、
各
課
各
掛
を
ま
わ

っ
て
公
文
書
の
原

本
を
謄
写
し
資
料
を
集
め
て
い
た
。
明
治

六
年
と
七
年
の
段
階
で
は
、
記
録
の
情
報

集
中
シ
ス
テ
ム
が
未
だ
で
き
て
い
な
い
っ

明
治
八
年
に
入
る
と
、
県
庁
の
記
録
管

理
体
制
に
大
き
な
転
換
が
見
ら
れ
る
。
政

府
は
国
史
編
纂
を
計
画
し
、
前
年
十

一
月

の
大
政
官
達
に
よ

っ
て
各
府
県
の
歴
史
の

編
纂

・
提
出
を
命
じ
て
い
た
ｃ
今
日
、

「府
県
史
料
」
の
名
で
呼
ば
れ
、
国
立
公

文
書
館
の
内
閣
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

記
録
が
こ
れ
に
当
た
る
ｃ
現
在
、
当
館
に

は

「秋
田
県
史
料
」
の
副
本
が
保
存
さ
れ

て
い
る

（本
紙
第
四
号
を
参
照
）
．
秋
田

県
で
は
、
記
録
管
理
担
当
が
県
庁
日
誌
の

ほ
か
県
史
の
編
纂
も
行
な
う
こ
と
と
な

っ

た
．当

初
は
県
庁
日
誌
を
も
と
に
県
史
を
編

纂
す
る
方
針
で
、
そ
の
た
め
目
誌
の
内
容

充
実
が
図
ら
れ
た
。
八
年
の
県
庁
日
誌
は
、

庶
務

・
聴
訟

・
租
税

・
出
納

・
学
務
の
各

掛
ご
と
に
分
け
て
毎
月
編
纂
さ
れ
て
い

る
ｃ
八
年
分
が
半
年
で
三
●
冊
と
、
前
年

に
比
較
し
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
記
録
の
情
報
集
中
シ
ス
テ
ム
が
作

ら
れ
、
記
録
担
当
に
原
本
が

一
日
一送
付
さ

れ
確
実
に
謄
写
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
し
て
、
明
治
八
年
八
月
以
降
、
県
史

編
纂
が
本
格
的
に
始
ま
る
と
、
県
庁
日
誌

を
編
纂
し
た
上
で
県
史
を
編
纂
す
る
体
制

が
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
月
に

入
る
と
、
従
来
の
日
誌
編
纂
事
業
が
廃
止

と
な
り
、
公
文
書
の
原
本
を
も

っ
て
直
接

県
の
公
的
記
録
と
す
る
こ
と
が
県
庁
内
に

達
せ
ら
れ
た
。
十
二
月
に
は

「秋
田
県
庁

書
類
編
輯
取
扱
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
第

一
課
記
録
掛
に
公
文
書
原
本
が
送
付
さ
れ

て

「○
○
課
○
○
掛
事
務
簿
」
の
形
に
編

綴
の
Ｌ
で
保
存
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立

し
た
。
日
誌
編
纂
が
廃
さ
れ
た
の
は
、
公

文
書
原
本
か
ら
直
接
県
史
を
編
纂
す
る
方

針
に
転
換
さ
れ
た
こ
と
に
因
る
。
ま
た
、

秋
田
県
庁
に
残
さ
れ
た
県
史
の
副
本
に
、

従
来
の
県
庁
目
誌
が
持

っ
て
い
た
公
的
記

録
の
役
割
が
移
行
し
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。
「秋
田
県
庁
日
誌
」
と

「秋
田
県

史
料
」
の
関
係
は
深
い
。

当
館
で
は
、
平
成
十

一
年
度
の
事
業
と

し
て

「秋
田
県
庁
口
誌
」
を
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
か
ら
複
製
本
四
五
冊
に
ま
と
め
閲

覧
室
に
配
架
し
た
ｃ

（公
文
書
課
　
柴
田
知
彰
）

一尚

曇

鰹
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佐
竹
氏
の
家
譜
編
纂
を
主
目
的
と
し
た

元
禄

・
宝
永
期
の
秋
田
藩
修
史
事
業
で

は
、
常
陸
時
代
の
史
料
を
合
め
、
多
く
の

関
連
史
料
が
収
集

・
作
成
さ
れ
て
い
る
ｃ

宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
作
成
の

「御
文

書
井
御
書
物
帳
目
録
受
取
渡
日
録
」

（整

理
記
号

・
番
号
Ａ
Ｓ
〇
二
九
―

一
）
は
、

こ
の
と
き
の
収
集

・
作
成
史
料
を
掲
載
し

た
目
録
で
あ
る
。
多
く
の
情
報
を
含
む
こ

の
史
料
は
、
史
料
整
理
作
業
を
進
め
る
う

え
で
も
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
目
録
に
掲
載
さ
れ
る
史
料
の
中
か

ら
、
今
回
は

「東
国
絵
図
」
を
紹
介
す
る
ｃ

「東
国
絵
図
」
に

つ
い
て
は
、
「
上

総

・
下
総

。
上
野

・
下
野

・
武
蔵

・
相

模

・
常
陸

・
出
羽

・
陸
奥

・
安
房
及
古
河

等
ノ
図
也
、
元
禄
十
年
丁
丑
江
戸
二
於
テ

コ
レ
ヲ
写
ス
」
と
の
説
明
と
と
も
に
、
全

部
で

「十

一
通
」
で
あ
る
こ
と
が
目
録
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「東
国
絵
図
」

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
絵
図
が
、
最
近

の
史
料
整
理
の
過
程
で
確
認
さ
れ
た

（表

参
照
）
。
陸
奥
と
古
河
の
絵
図
の
所
蔵
を

確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
色
彩
や
体
裁
の

統

´
か
ら
、
こ
れ
ら
の
絵
図
が

「東
国
絵

図
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
若
干
の
問
題
点
も
あ
る
。
例
え

ば
、
各
絵
図
の
い
く
つ
か
の
城
下
町
に
は

石
高
と
領
主
名
を
記
し
た
貼
紙
が
あ
る

が
、
す
べ
て
の
領
主
が
揃
う
時
期
は
寛
文

十
二
年

（
一
六
七
二
）
か
ら
延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
の
間
に
限
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
に
作
成
さ

れ
た

「東
国
絵
図
」
で
あ
る
と
す
る
と
、

わ
ず
か
に
作
成
時
期
と
貼
紙
の
時
期
が
異

な
る
の
で
あ
る
。
貼
紙
の
内
容
と
絵
図
作

成
の
目
的
、
修
史
事
業
と
の
関
連
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
絵
図
は
非

常
に
注
目
す
べ
き
特
徴
を
持

っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
「東
国
絵
図
」
の
な
か
に
は

出
羽
国
の
絵
図
も
含
ま
れ
る
が
、
描
か
れ

る
内
容
は

「出
羽

一
国
御
絵
図
」

（正
保

国
絵
図
、
秋
田
県
文
化
財
指
定
）
よ
り
も

さ
ら
に
古
く
、
当
館
所
蔵
史
料
の
な
か
で
、

も

っ
と
も
古
い
内
容
の
出
羽
国
絵
図
と
い

え
る

（写
真
参
照
）
．

さ
ら
に
は

「日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵

図
」
（以
下

「六
十
余
州
絵
図
Ｌ

と
同
内

容
の
絵
図
で
あ
る
こ
と
が
、
近
年
白
井
哲

哉
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「六
十
余
州
絵
図
」
と
は
、
江
戸
時
代

初
期
の
寛
永
年
間
に
巡
見
使
を
通
じ
て
幕

府
に
提
出
さ
れ
た
絵
図
を
後
世
に
縮
写
し

た
史
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
絵
図
は
松
前
と
琉
球
を
の
ぞ
く
六
八
国

分
か
ら
な
る
が
、
六
人
国
分
す
べ
て
の
絵

図
を

一
括
し
て
保
存
し
て
い
る
の
は
、
全

国
で
も
山
口
県
文
書
館
と
当
館
の
二
館
の

み
と
い
わ
れ
る
。
全
国
的
に
み
て
も
貴
重

な
史
料
群
で
あ
り
、
近
年
と
く
に
注
日
を

集
め
て
い
る
史
料
と
い
え
る
。

な
お
当
館
所
蔵
の

「六
十
余
州
絵
図
」

に
は
備
前
国
の
絵
図
が
二
枚
含
ま
れ
、
あ

わ
せ
て
六
九
枚
と
な
っ
て
い
る
。

「六
十
余
州
絵
図
」
の
作
成
経
緯
な
ど

に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る

が
、
同
内
容
の

「束
国
絵
図
」
に
つ
い
て

の
調
査

・
研
究
成
果
が
何
ら
か
の
手
が
か

愕黎
輻
晰
輻
鰺
綺
鍮
鰊
涵

り
と
な
る
可
能
性
も
高
い
。

「東
国
絵
図
」
も
翌
ハ
十
余
州
絵
図
」
も
、

と
も
に
本
格
的
な
調
査

・
研
究
が
は
じ
ま

っ
た
ば
か
り
の
史
料
で
あ
る
。
ぜ
ひ
多
く

の
方
々
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
．

参
考
文
献

川
村
博
忠

「寛
永
国
絵
図
の
縮
写
図
と

み
ら
れ
る

「
日
本
六
十
八
州
縮
写
国
絵

図
Ｌ

（
『歴
史
地
理
学
』
二
七
―
五
、　
一

九
九
五
年
）

白
井
哲
哉

「
「日
本
六
十
余
州
国
々
切

絵
図
」
の
地
域
史
的
考
察
―
下
総
国
絵
図

を
事
例
に
―
」

「
駿
台
史
学
』

一
０
四
、

一
九
九
八
年
）

（占
文
書
課
　
加
藤
昌
宏
）

「出羽十一郡絵図」(整理記号・番号 県C150)
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・東
■
山
■
文
一・一庫

検
理
〓漏
理
壕
壇
避

県
立
図
書
館
旧
蔵
史
料
に
は

「家
」
伝

来
文
書
群
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
料
群
が
あ

る
。
前
者
の
代
表
が
佐
竹
文
庫
で
あ
り
、

後
者
の
代
表
が
東
山
文
庫
で
あ
る
。
東
山

文
庫
は
、
総
数
六

一
一
一
点
で
あ
り
、
当

館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
料
群
と
し
て
は
最

大
で
あ
る

（当
館

へ
の
移
管
時
の
目
録
で

は
四
九
六
０
点
で
枝
番
が
ほ
と
ん
ど
付
さ

れ
て
お
ら
ず
、
今
回
の
整
理
で
全
て
の
枝

番
を
整
理
し
前
記
の
総
点
数
と
な
っ
た
）
。

本
文
庫
は
、
秋
田
市
の
郷
土
史
家

。
東

山
太
二
郎

（明
治
四
～
昭
和
十
九
年
）
の
収

集
し
た
膨
大
な
史
料
群
で
、
県
立
図
書
館

職
員
で
あ

っ
た
子
息
の
藤
悦
氏
が
、
昭
和

二
十
年
四
月
に
寄
贈
し
、
図
書
館
に
よ

っ

て
独
自
の
郷
土
資
料
分
類
基
準
に
基
づ
い

て
整
理
さ
れ
東
山
文
庫
と
命
名
さ
れ
た
。

東
山
太
二
郎
は
、
秋
田
市
川
口
下
裏
町

（現
川
元
小
川
町
）
生
ま
れ
で
、
秋
田
師

範
学
校
の
工
作
の
教
師
と
な
り
、
秋
田
市

徒
弟
学
校
長
、
感
恩
講
児
童
保
育
院
園
長

な
ど
を
歴
任
し
、
真
崎
勇
助

・
安
藤
和
風

な
ど
と
も
に
秋
田
史
談
会
を
創
立
し
た
。

号
は
山
東
庵

・
他
山
楼
で
、
柳
田
国
男
や

安
藤
和
風
と
の
交
友
を
示
す
書
簡
も
残
さ

れ
て
い
る
。

内
訳
は
約
五
〇
〇
０
点
が
古
文
書
類

で
、　
一
一
〇
０
点
余
が
大
三
郎
自
身
の
編

に
よ
る
独
自
資
料

（四
●
０
点
余
）
や
新

聞

・
雑
誌
等
の
切
抜

（約

一
〇
０
点
）
、

謄
写
版

・
印
刷

・
刊
本
類

（約
六
０
●
点
）

と
な
っ
て
い
る
。

古
文
書
類
は
東
山
家
伝
来
の
史
料
は
な

く
、
大
部
分
が
旧
佐
竹
藩
士
家
か
ら
出
た

も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
佐
竹
宗

家
文
庫
と
密
接
な
関
連
を
持

っ
て
い
る
．

例
え
ば
、
郷
Ｌ
資
料
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
秋
田
藩
十
の
系
図
類
に
は
、
上
級
藩

士
の
分
が
欠
け
て
い
る
が
、
本
文
庫
に
よ

っ
て
渋
江
氏
や
梅
津
氏
な
ど
の
家
老
級
の

家
士
の
系
譜
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

内
容
的
に
は
多
岐

・
多
方
面
に
わ
た
っ

て
お
り
、
総
点
数
六

一
一
一
点
の
内
訳
は

図
書
館
の
内
容
分
類
に
よ
る
と
下
図
左
の

よ
う
に
な

っ
て
い
る

（整
理
番
号
は
Ａ
Ｈ

記
号
の
次
ぎ
に
十
進
分
類
の
番
号
と
通
し

番
号
の
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
お
り
、
現

在
も
そ
の
番
号
を
踏
襲
し
て
い
る
）
ｃ

２
歴
史

・
地
誌
と
３
社
会
科
学
が
そ
れ

ぞ
れ
三
●
％
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
う
ち

２８
分
類
の
伝
記
が

一
三
四
九
点
で
最
も
多

く
、
次
い
で
３．
分
類
の
政
治
が

一
一
●
八

点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
９
の
文
学
が

二
●
％
も
あ
る
の
が
、
他
の
史
料
群
と
の

際
だ
っ
た
違
い
と
な
っ
て
い
る
ｃ

い
ま
ひ
と
つ
の
特
色
は
、
史
料
の
範
囲

が
全
分
野
に
わ
た

っ
て
い
る
点
で
あ
り
、

各
分
野
の
点
数
の
偏
り
方
に
東
山
太
三
郎

の
史
料
収
集
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
細
か
く
個
々
の
分
類
別
に
多
い

順
を
あ
げ
る
と
下
図
右
の
よ
う
に
な
る
。

一
分
野

一
点
の
も
の
ま
で
含
め
て
、
全
部

で
二
三
０
分
類
ま
で
細
分
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
多
様
さ
が
わ
か
る
。
ま
た
形
態
別
で

言
う
と
、
書
状

・
書
簡
類
が

一
人
九

一
点

で
三
●
％
を
占
め
て
お
り
、
他
の
史
料
群

と
比
べ
て
も
非
常
に
多
い
っ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
史
料
は
、
家
伝
来
の
史

料
と
違
い
、
二
次
的
に
集
め
ら
れ
収
集
者

の
愁
意
的
な
意
図
に
基
づ
い
て
再
編
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
出
所
を
た
ど
る
こ

と
は
難
し
い
。
特
に
本
文
庫
の
場
合
、
寄

贈
後
の
再
整
理
に
よ

っ
て
、
収
集
者
自
身

の
編
成
も
不
明
の
状
態
と
な

っ
て
い
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、　
一
点

一
点
の
内
容

の
精
査
に
よ

っ
て
、
原
出
所
の
推
定
に
よ

る
史
料
群
の
現
配
列
の
追
求
が
必
要
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

本
文
庫
は
、
菅
江
真
澄
自
筆
と
い
わ
れ

る

「
か
ぜ
の
お
ち
ば
」

（写
真
）
を
は
じ

め
、
藩
政
期
の
多
く
の
重
要
な
史
料
が
散

見
さ
れ
る
ｃ
現
在
の
目
録
は
主
題
別
の
分

類
の
た
め
、
そ
の
全
体
像
は
容
易
に
掴
み

難
い
が
、
多
く
の
利
用
を
期
待
し
た
い
。

な
お
、
真
崎
勇
助
の
収
集
史
料

「真
崎

文
庫
」
は
大
館
市
立
中
央
図
書
館
蔵
、
安

藤
和
風
の
収
集
史
料

「時
雨
庵
文
庫
」
は

秋
田
県
立
図
書
館
蔵
と
な

っ
て
い
る
。

（古
文
書
課
　
佐
藤
　
隆
）

「かせのおちは」(整理記号・番号AH915-8)

東山文庫内容分類内訳表

0総記

]哲学`宗教

2歴史 地誌

3社会科学

4自 然科学

5工学

6産業

7芸術

8言語

9文学

62点 1 289(個人伝言き)  11020点

277点 1 312(政治史)   1 585点

2243点  ‖‐387(ネ L儀 社交) 1 533点

電婁1詰塩‐‐1量
206点 1 2η lぬ晶9‐ 11ラ 1点

`12鳥

1261槙轟由編 116鎌

16嫌 1創 3駆漢詩力 120蹄

7点 1 209(有職故実)  | ]52点

漸点
|“

�赫  1色 中

注)項 目名の前の数字は十進分類に基づくもの
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ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て

前
号
で
紹
介
し
た
と
お
り
八
月
一
十^
四

日
か
ら
十

一
月
二
十
日
ま
で
の
四
十
三
日

間

（前
期
八
月
二
十
四
日
～
九
月
十
八
日
、

後
期
十
月
二
十
七
日
～
十

一
月
二
十
日
）
、

「県
庁
文
書
に
記
録
さ
れ
た
秋
田
の
近
代

建
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
企
画
展
を
行

っ

た
。
今
回
は
公
文
書
課
担
当
の
展
示
で
あ

っ
た
が
、
前
回
担
当
の
平
成
九
年
度
同
様
、

展
示
期
間
中
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行

っ

た
ｃ
回
答
数
は

一
二́
六
で
あ
り
、
回
答
率

は

´
０
％
強
と
推
定
さ
れ
る
。
紙
面
の
都

合
上
、
調
査
結
果
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま

る
が
、
前
回
の
調
査
結
果
と
も
比
較
し
な

が
ら
報
告
し
た
い
。

先
ず
回
答
者
の
年
齢
で
あ
る
が
、
前
回

に
比
べ

「
一
五
歳
以
下
」
が
増
加
し

（前

回

一
一
％
、
今
回

一
九
％
）
、
そ
れ
に
と

も
な
い
職
業
等
も

「児
童

・
生
徒
」
が

一

一
％
か
ら
二
四
％
に
増
加
し
た
。
明
治

・

大
正
期
の
懐
か
し
い
建
築
物
に
関
す
る
展

示
だ

っ
た
の
で
、
前
回
よ
り
高
年
齢
者
層

の
回
答
が
多
く
な
る
も
の
と
予
想
し
た

が
、
結
果
は
逆
に
な
っ
た
。

間
４
の
展
示
を
知

っ
た
媒
体
は

「新
聞

記
事
」
が

一
六
％
か
ら
二
二
％
に
増
加
し

た
。
新
聞
記
事
と
し
て
は
、
八
月
二
十
二

日
付
け
の

「秋
田
魁
新
報
」
朝
刊
に
旧
県

庁
合
の
写
真
人
り
で
企
画
展
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
．
一
方
、
「
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
」
は

一
七
％
か
ら
七
％
に
減
少
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

秋
田
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
に
取
り
上
げ
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
「市
町
村
広
報
紙
」
、
「
タ
ウ
ン
情
報

士
巴
等
が
低
く
、
「展
示
室
の
前
を
通

っ
て
」

が
高
い
の
は
前
回
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。

特
に
、
「展
示
室
の
前
を
通

っ
て
」
が
最
も

高
い
の
は
、
図
書
館
と
の
併
設
館
で
あ
る

こ
と
の
利
点
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
３

問
６
の
公
文
書
館
の
認
識
は
、
買
公
文

書
館
を
）
知
ら
な
い
」
「
名
前
も
聞
い
た

こ
と
が
な
い
」
、
「何
を
す
る
所
か
知
ら
な

い
」
）
が
前
回
の
四
六
％
に
対
し
、
五

六
％
に
増
加
し
て
い
る
。
回
答
者
の
年
齢

構
成
が
前
回
よ
り
低
か
っ
た
こ
と
が
影
響

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
間
６

で

「知
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
者
の
う
ち
、

間
９
で

「
（展
示
を
見
て
）
公
文
書
館
の

役
割
が
理
解
で
き
た
」

翁
よ
く
理
解
」
、

「大
体
理
解
し

と
同
答
し
た
の
は
六
三
％

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
展
示
が
公
文
書
館

の
理
解
拡
大
に
役
立

っ
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
言
え
る
ｃ

問
８
の
展
示
の
分
か
り
や
す
さ
に
つ
い

て
は

「
分
か
り
や
す

い
」
が
三
四
％
、

「
難
し
い
」
が
三
二
％
で
、
前
回
の
四

四
％
、　
一
一
％
に
比
べ
、
分
か
り
に
く
か

っ
た
よ
う
だ
．
前
回
の
鉄
道
と
今
回
の
近

代
建
築
と
い
う
テ
ー
マ
の
違
い
、
回
答
者

の
年
齢
構
成
の
違
い
と
い
っ
た
こ
と
も
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「難
し
い
」

と
同
答
し
た
年
齢
を
見
る
と
、
二
０
歳
以

下
が
七
五
％

（そ
の
う
ち

一
五
歳
以
下
が

五
六
％
）
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「分
か
り
や
す
さ
」
を
ど
の
水
準
に
設
定

す
る
の
か
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

今
回
寄
せ
ら
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
分
析

し
、
展
示
の
さ
ら
な
る
向
上
に
役
立
て
て

い
き
た
い
。
△
′
後
と
も
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
た
い
。（公

文
書
課
　
桜
庭
文
雄
）

間 1性別

年齢

問 2職業等

問 3居住地

間 4展示を知った媒体
(複数回答 )

間 5公文書館の展示
を見た回数

問 6公文書館 に
対する認識

問 フ公文書館の

利用経験

間 8展示の分か り
やす さ

問 9公文書館の

役害」の理解

名前も聞いた 名前は聞いているが 仕事の内容や役害1 収蔵資料の内容

～15歳    16～ 20歳 21～ 40歳    41～ 60歳     61～ 70歳 71歳 ～

10% iO% 21% ″ % 14% 0%

秋田市外   その他

アンケ‐ 卜結果

女

回答数136

記入 もれ

″%‐ 輻 | 1秘

″ % 29% 24%

初めて 2～ 3回

秋田市内

0%|し%れ

文書館だより2% 展示室の前を通って48%

'4%

18%0必

と % 錫 ,40/。 10%

分からなかった大体理解よ く理解

(6)



秋
”
県
公
文
書
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

饒
■
贔
鶉
‡
ジ
鯰
躊
蒻
饉
輪
颯
詈

も
と
も
と
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
県
の
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ヨ
大
の
国
秋
田
ネ

ッ
ト
」

の
中
で
は
、　
一
頁
だ
け
で
す
が
当
館
の
紹

介
を
し
て
お
り
ま
し
た
ｃ
し
か
し
、
本
格

的
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
は
程
遠
く
、
全
国

の
公
文
書
館
の
中
に
は
す
で
に
立
派
な
ホ

ー
ム
ベ
ー
ジ
を
持

っ
て
お
ら
れ
る
所
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
当
館
と
し
て
も

一
日
も
早

く
作
り
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ

の
た
び
や

っ
と
開
設
の
運
び
と
な
り
ま
し

た
の
で
、
こ
こ
に
紹
介

い
た
し
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は
、

コ
量も
ヽ
どヽ

，
，
く
も
のヽ
い
と
蜃
Ｓ
」．も
＼
ド
ｏ
饉
ぴ
饉
“
″
δ
＼

【●
Ｑ
①
Ｘ
・Ｆ
口
“

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
県
の
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
「美
の
国
秋
田
ネ

ッ
ト
」
よ

リ
ア
ク
セ
ス
す
る
場
合
は
、
最
初
に

「組

織
別
情
報
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
次
に

「総

務
部
関
係
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
画
面
に

表
示
さ
れ
た
日
次
の
中
に

「公
文
書
館
」

と
い
う
文
字
が
で
て
き
ま
す
の
で
そ
こ
を

ク
リ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
く
と
、
当
館
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
最
初
の
画
面
に
た
ど
り
着

き
ま
す
。

最
初
の
ベ
ー
ジ
か
ら
、
「当
館
の
概
要
」

「利
用
案
内
」
「収
蔵
資
料
の
紹
介
」
「行

事
案
内
」
「刊
行
物
の
紹
介
」
な
ど
の
両

面
に
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
ｃ
そ

れ
ぞ
れ
の
画
面
が
さ
ら
に
詳
し
い
内
容
を

含
ん
で
お
り
ま
す
の
で
是
非
ア
ク
セ
ス
し

て
み
て
下
さ
い
。

特
に
古
文
書
の
絵
図
史
料
の
紹
介
で
は

最
初
に
表
示
さ
れ
た
小
さ
な
画
像
を
さ
ら

に
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
少
々
時
間
が
か
か
り

ま
す
が
、
画
面
い
っ
ぱ
い
の
大
き
な
画
像

に
変
わ
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
お
り
、
見
ご

た
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
お

り
ま
す
．．

（総
務
課
　
藤
井
美
智
夫
）

一〓

．　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

古
文
書
解
読
講
座
の
こ
案
内
・普

当
館
で
は
左
記
の
要
領
で
、
本
年
度
も

古
文
書
解
読
講
座
を
開
講
す
る
予
定
で

す
。
こ
の
講
座
は
古
文
書
解
読
に
関
心
の

あ
る
方
を
対
象
に
、
当
館
所
蔵
の
近
世
文

書
を
教
材
と
し
て
、
開
館
以
来
毎
年
行

っ

て
い
る
も
の
で
す
ｃ
古
文
書
解
読
を
通
じ

て
歴
史
の
実
証
的
研
究
方
法
、
占
文
書

・

公
文
書
の
保
存
と
活
用
の
重
要
性
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
ｃ

期
日
　
八
月

一
日

（火
）
／
二
日

（水
）

（同
じ
内
容
で
す
の
で
い
ず
れ
か

一
日
を
お
選
び
下
さ
い
）

会
場
　
公
文
書
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル

定
員
　
両
日
と
も
四
０
人

中
込
方
法
　
往
復
は
が
き
に
住
所

・
氏
名

・
受
講
希
望
日
を
明
記
の
上
、
個
人
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
返
信

用
は
が
き
が
受
講
者
カ
ー
ド
と
な
り
ま

す
の
で
必
ず
往
復
は
が
き
で
お
願
い
し

ま
す
。

中

込

先
　
一Ｔ
Ｃ

一
〇
１
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
―
三
一

秋
田
県
公
文
書
館
古
文
書
課

古
文
書
解
読
講
座
係

申
込
期
間
　
七
月

一
日
～
十
五
日

●
市
町
村
史
料
保
存
機
関
●

一　
・

―
連
絡
協
議
会
の
開
催
に
つ
い
て
一

．　

　

．
一
一　
　
．
．
．
　

．　

　

　

・　

・　

．
≡

当
館
で
は
本
年
度
も

「市
町
村
史
料
保

存
機
関
連
絡
協
議
会
」
の
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

こ
の
協
議
会
は
、
市
町
村
で
古
文
書
を

含
む
文
化
財
の
保
存
に
関
わ
る
職
員
、
市

町
村
の
史
料
保
存
施
設
の
実
務
担
当
者
、

自
治
体
史
編
さ
ん
過
程
で
の
史
料
収
集

・

整
理
な
ど
に
携
わ
る
実
務
担
当
者
な
ど
を

対
象
と
し
て
、
公
文
書
を
含
む
歴
史
史
料

の
整
理

・
保
存

・
利
用
な
ど
に
関
す
る
情

報
交
換
を
行
う
も
の
で
す
。

昨
年
度
は
、
初
め
て
午
後
の
部
で
公
文

書
部
会
と
古
文
書
部
会
に
分
か
れ
て
協
議

等
を
行
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
も
互
い
の

情
報
交
換
の
み
な
ら
ず
、
公
文
書
の
保

存

・
公
開
を
含
め
て
、
史
料
保
存
機
関
と

し
て
の
問
題
点
の
解
決
の

一
助
に
な
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

昨
年
同
様
多
数
の
参
加
を
お
順
い
し
ま

す
。
詳
細
は
関
係
機
関
に
追

っ
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

期
ロ
　
エハ
月
五
日

（月
）

内
容
　
①
史
料
の
整
理

・
保
存
に
関
す
る

情
報
提
供

②
史
料
整
理

・
保
存

・
利
用

・
所

在
な
ど
に
関
す
る
情
報
交
換
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◎
総
括
的
事
項

二
事
業
年
報
』
第
七
号
の
発
行
（二
月
）

。
館
報

「公
文
書
館
だ
よ
り
「
の
発
行

（四
月
上
旬
、
十
月
上
旬
）●
■
●
■
一

二
研
究
紀
要
』
第
七
号
の
発
行
ス
平

成
十
三
年
二
月
）

一●
Ｉ
■
一
．　
●

・
特
別
整
撃
期
間
に
よ
る
休
館
共
十
二

月
二
〓

，
十
四
日
Ｙ
●
一■
●
■

・
書
庫
燻
蒸
共
■
準
月
■
■
■
四
日
）

・
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
協
議
会

（六
月
五
■
Ｙ
●
■
●
■
●
■
・

◎
公
文
書
課
関
係

・
公
文
書
の
引
継
ぎ
一一一墨
Λ
月
￥
●
一

・
公
文
書
の
目
録

・
行
政
資
料
目
録
の

整
備
　
　
　
　
　
一●
〓
●
■
●

。
公
文
書

・
行
政
資
料
公
開
冊
数
の
追

加
　
　
　
　
　
　
．一■
一〓
●
●
一

。
中
性
紙
保
存
箱
へ
の
収
納
促
進
●

・
公
文
書
の
保
存

・
廃

，
棄
一の
選
別
●
一

・
公
文
書
の
廃
棄
　
　
　
．〓
一一〓
一〓
．

・
県
政
映
画
の
補
修

・
恒
久
保
存
と
ビ

デ
オ
化

・
公
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

宝
暦
八
年

（
一
七
五
人
）
二
月
十
八
日

に
七
代
藩
主
義
明
が
秋
田
で
死
去
し
、
当

時
十

一
歳
で
あ

っ
た
義
敦
が
八
代
藩
主
と

し
て
跡
を
継
い
だ
。
こ
れ
に
伴
い
、
九
代

将
軍
家
重
は
国
日
付
と
し
て
安
西
彦
五
郎

元
維
と
建
部
荒
治
郎
広
般
の
派
遣
を
命
じ

た
。
秋
田
に
国
日
付
が
派
遣
さ
れ
た
の
は

元
禄
十
六
年

（
一
七
０
三
）
以
来
三
度
目

で
、
宝
暦
九
年
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の

間
滞
在
し
、
領
内
の
巡
検
等
を
行

っ
た
。

こ
の

「御
城
下
絵
図
」
は
、
そ
の
際
に
、

大
館
御
城
下
絵
図
な
ど
と
と
も
に
幕
府
に

提
出
さ
れ
た
久
保
田
城
下
の
絵
図
で
あ

る
。
足
軽
屋
敷
や
寺
院
等
が
七
色
で
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
軍
事
的
に
重
要
な
諸
郭

の
面
積
、
土
居
の
高
さ
、
堀
の
幅
な
ど
の

情
報
が
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
本
絵
図

の
特
色
と
い
え
る
。

な
お
、
本
絵
図
は

『日
本
の
市
街
古
図
』

（鹿
島
出
版
研
究
会

・
昭
和
四
十
八
年
）
、

及
び

一
月
に
開
設
し
た
当
館
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
関
す
る
解
説
は
七
頁
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

平
成
元
年
秋
田
県
有
形
文
化
財
指
定
。
　
一

（古
文
書
課
　
平
田
有
宏
）
一一

公
文
書
館
だ
よ
り
　
第
十
二
号

平
成
十
二
年
四
月

一
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

〒
〇

一
〇
―
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町

一
四
上
二
一

容
〇

一
人
（八
一ハ
さ

人
三
〇
一

印
刷
　
株
式
会
社
ア
ッ
プ
ル

◎開館時間
・平日
・土 。日曜日、 1月 4日 、月の初 日

◎体 館 日
・国民の祝日及び振替休日
・月曜日 (毎 月第 3日 曜日の翌日を除く)

・毎月第 3日 曜日
・特別整理期間 (2週間以内で館長が指定する期間)

・年末年始 (12月 28日 ～ 1月 3日 )
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